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市内小規模企業者等への給付金を支給します 

 

 国の緊急事態宣言（令和３年７月３０日告示）を受け、新型コロナウイルス感染症の

影響により売上げが減少している市内小規模企業者等に対し、給付金を支給します。 

なお、本事業は、令和３年度９月補正予算の成立をもって実施するものです。 

 

１ 予算額 １，４６８，０００千円 

２ 実施内容 

⑴ 対象者 

    ① 市内に本社又は本店を有する小規模企業者（常時使用する従業員数が２０人

（卸売業・小売業又はサービス業は５人）以下の事業者） 

    ② 市内で事業を行い、市内に住民登録のある個人事業主  

※ 常時使用する従業員数が上記①と同様の者に限る。 

※ 副業の場合を除く。 

ただし、埼玉県による営業時間短縮等の要請対象となっている者及び、国による

緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の受給者

（緊急事態措置が実施された月の分を受給した者に限る。）を除く。     

⑵ 要件 

① 新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少していること 

    ② 緊急事態宣言の告示日（令和３年７月３０日）以前から市内で事業を営んで

おり、申請後も引き続き市内で事業を営む意思を有すること 

     ③ 市税を滞納していないこと 

    ④ 許認可等を要する業の場合は、当該許認可等を受けていること 

⑶ 給付金額 

    １事業者あたり１０万円 

⑷ 申請期間 

    １０月中旬から１２月中旬 

⑸ 申請方法 

     郵送申請 

記者発表資料 

令和３年８月２６日（木） 

問い合わせ先：産業展開推進課 

課長：馬場 康行 

担当：田中、飯塚 
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議題１【取組⑪】 


